
  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律

（令和４年法律第１０４号） 

第六十条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、

一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

一 第二十一条の四の六の規定に違反して、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に

関して知り得た匿名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は

不当な目的に利用したとき。 

二 第二十一条の四の八の規定による命令に違反したとき。 

第六十一条中「正当の」を「正当な」に改める。 

第六十一条の五中「正当の」を「正当な」に改め、同条に第一項として次の一項を加

える。 

正当な理由がないのに、第二十一条の四の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書

類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若

しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答

弁をし、若しくは同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避

したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 

第六十一条の六中「正当の」を「正当な」に、「、同項」を「、又は同項」に、「、

又は」を「、若しくは」に、「場合に」を「とき」に改める。 

第六十二条第三号中「正当の」を「正当な」に、「、同項」を「、又は同項」に、「又

は」を「若しくは」に改め、同条中第四号を削り、第五号を第四号とし、同条第六号

中「正当の」を「正当な」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「正当の」

を「正当な」に、「、同項」を「、又は同項」に、「又は」を「若しくは」に改め、

同号を同条第六号とし、同条に第一項として次の一項を加える。 

正当な理由がないのに、第十九条の十六第一項、第二十一条の五の二十二第一項、第

二十一条の五の二十七第一項（第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。）、

第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項若しくは第二十四条の三十九第

一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告

若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して

答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による立入り若しくは

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以

下の罰金に処する。 

第六十二条の二中「正当の」を「正当な」に改める。 

本則中第六十二条の七を第六十二条の八とし、第六十二条の四から第六十二条の六ま

でを一条ずつ繰り下げる。 

第六十二条の三中「及び第六十二条第四号」を「、第六十条の三、第六十一条の五第

一項又は第六十二条第一項」に改め、同条を第六十二条の四とし、第六十二条の二の

次に次の一条を加える。 

第六十二条の三 第六十条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適

用する。 

附 則  

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、



  

当該各号に定める日から施行する。 

一 第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下「精神保健福祉法」という。）

第一条の改正規定及び精神保健福祉法第五条の改正規定（「、精神病質」を削る部分に限

る。）並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定 公布の日 

二 第一条の規定、第四条中児童福祉法第二十一条の五の七第一項、第三十三条の十八第

一項、第三十三条の二十第五項及び第三十三条の二十二の改正規定並びに第三十三条の二

十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、第

九条中障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」という。）第五条、

第二十条、第二十二条、第四十五条の三第二項、第三項及び第七項並びに第七十四条の三

第四項の改正規定、第十三条中身体障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定

並びに第十四条中知的障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに附則

第四条、第十条、第十一条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第三十六条及び第三

十七条の規定 令和五年四月一日 

三 第四条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び第十一条の規定並びに附則第七

条及び第十八条の規定 令和五年十月一日 

四 第三条の規定、第六条の規定、第八条中精神保健福祉法第四条第一項の改正規定、第

十条の規定、第十三条の規定（第二号に掲げる改正規定を除く。）、第十四条の規定（同

号に掲げる改正規定を除く。）及び第十五条中精神保健福祉士法第二条の改正規定（「第

五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める部分に限る。）並びに附則第六条、第二十

七条、第二十八条、第三十一条から第三十四条まで、第三十八条、第四十一条及び第四十

二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 

 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律

の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（令和６年政令第 41 号） 

（インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施

行令及び特定複合観光施設区域整備法施行令の一部改正） 

第六条 次に掲げる政令の規定中「第六十二条の三」を「第六十二条の四」に改める。 

一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

施行令（平成二十年政令第三百四十六号）第一条第九号 

二 特定複合観光施設区域整備法施行令（平成三十一年政令第七十二号）第七条第一項第

三十八号及び第二項第四十号 

附 則  

 この政令は、令和六年四月一日から施行する。 

 

 

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行

令（平成２０年政令第３４６号） 

（児童の健全な育成に障害を及ぼす罪） 

第一条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する

法律（次条において「法」という。）第十四条第一項の政令で定める罪は、次に掲げるも

のとする。 

九 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第六十条第二項（同法第三十四条第一

項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。）に規定する罪又は当該罪



  

及び同法第六十条第一項に規定する罪に係る同法第六十二条の三に規定する罪 

 

 

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（平成

１５年法律第８３号） 

（指示） 

第十三条 インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関

しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合

において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき

は、当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所

在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、児童の健全な

育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。 

（事業の停止等） 

第十四条 インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関

しこの法律に規定する罪等（この法律に規定する罪にあっては、第三十一条の罪及び同条

の罪に係る第三十五条の罪を除く。）その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で

定めるものに当たる行為をしたと認めるときは、当該行為が行われた時における当該イン

ターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネッ

ト異性紹介事業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異

性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

２ インターネット異性紹介事業者が第八条各号のいずれかに該当することが判明した

ときは、当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、

当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の廃止を命

ずることができる。 

（処分移送通知） 

第十五条 公安委員会は、インターネット異性紹介事業者に対し第十三条の規定による指

示又は前条第一項の規定による命令をしようとする場合において、当該インターネット異

性紹介事業者がその事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処

分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに、

現に当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家

公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。 

２ 前項（次項において準用する場合を含む。）の規定により処分移送通知書が送付され

たときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区

分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通

知書を送付した公安委員会は、第十三条及び前条第一項の規定にかかわらず、当該事案に

ついて、これらの規定による処分をすることができないものとする。 

一 当該インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し

この法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合に

おいて、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき 児

童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。 

二 当該インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し

前条第一項に規定する行為をしたと認めるとき 六月を超えない範囲内で期間を定めて、

当該インターネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずること。 

３ 第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準



  

用する。 

 

 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 
〔両罰規定〕 

第六十二条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関して、第六十条第一項から第三項まで及び第六十二条第四号の

違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金

刑を科する。 

〔過料〕 

第六十二条の四 第五十九条の二第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の

届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


